
【デイサービスセンターソエル花泉】 

通所介護利用の自己負担内容（1割負担） 

令和 ８年 １月 １日施行 

項目 一日負担額（単位：円） 

施設区分 通常規模 一般型 通所介護 

提供時間 ９時４５分から１７時００分 

介
護
サ
ー
ビ
ス
費 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通 所 介 護 費 ６，５８０ ７，７７０ ９，０００ １０，２３０ １１，４８０ 

保 険 給 付 額 ５，９２２ ６，９９３ ８，１００ ９，２０７ １０，３３２ 

法 定 代 理 受 領 

自 己 負 担 額 
６５８ ７７７ ９００ １，０２３ １，１４８ 

入 浴 介 助 加 算 ４０ 
1日につき入浴介助を行った場合 

※職員に対し入浴介助に関する研修を実施 

中重度者ケア体制加算 ４５ 

１．指定基準配置看護職員又は介護職員に加え看護職員又は

介護職員を常勤換算方法で2以上確保 

２．前年度又は算定日が属する月の前 3 カ月の利用者総数の

うち、要介護3以上の利用者の占める割合100分の30以

上 

３．通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の

提供にあたる看護職員を1名以上配置 

サービス体制強化加算Ⅰ ２２ 
介護職員総数のうち介護福祉士70％以上または勤続10年以上

の介護福祉士２５％以上 

送 迎 に 係 る 減 算 ４７ 送迎が実施されない場合減算されます（片道） 

科学的介護推進加算 ４０ 
科学的情報を基にした利用者の身体的機能及び生活環境を維

持、向上に取り組む 単位数は月額となります。 

介護職員処遇改善加算 IV 
所定単位数×6.4％ 

ご利用の合計額に６．４％を乗じた額をいただきます。 

A D L 維 持 等 加 算 

I （３０／月） 

II（６０／月） 

ADLを評価し、厚労省により定められた基準に基づき算出したADL

利得値に応じて取得となります。一定期間ごとに算出される利得

値に応じ、加算なし・I・IIで変動します。 

その他 食    費 ６７０円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【デイサービスセンター寿光荘】 

通所介護利用の自己負担内容（1割負担） 

令和 ８年 １月 １日施行 

項目 一日負担額（単位：円） 

施設区分 通常規模 一般型 通所介護 

提供時間 ９時１５分から１６時３０分 

介
護
サ
ー
ビ
ス
費 

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通 所 介 護 費 ６，５８０ ７，７７０ ９，０００ １０，２３０ １１，４８０ 

保 険 給 付 額 ５，９２２ ６，９９３ ８，１００ ９，２０７ １０，３３２ 

法 定 代 理 受 領 

自 己 負 担 額 
６５８ ７７７ ９００ １，０２３ １，１４８ 

入 浴 介 助 加 算 ４０ 
1日につき入浴介助を行った場合 

※職員に対し入浴介助に関する研修を実施 

中重度者ケア体制加算 ４５ 

１．指定基準配置看護職員又は介護職員に加え看護職員又は

介護職員を常勤換算方法で2以上確保 

２．前年度又は算定日が属する月の前 3 カ月の利用者総数の

うち、要介護3以上の利用者の占める割合100分の30以

上 

３．通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の

提供にあたる看護職員を1名以上配置 

サービス体制強化加算Ⅰ ２２ 
介護職員総数のうち介護福祉士70％以上または勤続10年以上

の介護福祉士２５％以上 

送 迎 に 係 る 減 算 ４７ 送迎が実施されない場合減算されます（片道） 

科学的介護推進加算 ４０ 
科学的情報を基にした利用者の身体的機能及び生活環境を維

持、向上に取り組む 単位数は月額となります。 

介護職員処遇改善加算 III 
所定単位数×8.0％ 

ご利用の合計額に８．０％を乗じた額をいただきます。 

A D L 維 持 等 加 算 

I （３０／月） 

II（６０／月） 

ADLを評価し、厚労省により定められた基準に基づき算出したADL

利得値に応じて取得となります。一定期間ごとに算出される利得

値に応じ、加算なし・I・IIで変動します。 

その他 食    費 ６７０円／日 

 


